
９０日レポートの郵送処理について 
サバイジャイコンサルティング 

 

３ヶ月以上のビザを取得後、９０日以上「継続して」タイにいる場合、イミグレーションに対して

９０日レポートの義務が生じます。９０日を越えない間にタイを出国した場合は、再入国した日を

１日目として９０日レポートの義務が生じます。 

９０日レポートは、イミグレーションに行く方法と、郵送で処理する方法があります。本文では９

０日レポートの郵送処理について解説します。 

１、90 日レポートの期日から 15 日前までに郵送されるように、以下の①～④を揃える 

①. パスポートコピー 

- 先頭ページ（氏名、パスポート番号などが記載されたページ） 

- 現在のビサのページ 

- 最新の入国スタンプのページ 

- 最新のビサ延長のページ 

②出国カード（TM.6）のコピー  見本① 

③前回行った 90 日レポートの控え（該当する場合） 見本② 

④記入、署名した TM.47 フォーム （署名が必要） 

 

2. 返信用封筒を用意し、申請者の返信先住所、氏名を記入して 10 バーツ切手を貼付。 

 ※90 日レポートが受理された後にこの封筒を使って TM.47 フォームの控えが返送される。  

宛先： 

90 DAYS REGISTRATION,  

IMMIGRATION DIVISION 1 

Chalermprakiat Government Complex 

120 MOO 3, CHAENGWATTANA ROAD,SOI 7,  

LAKSI, BANGKOK. 10210 

郵便の紛失に備えて書留郵便のレシートを保管すること。郵送してから 1 か月を経過しても返信が

届かない場合は、書留郵便のレシートを持参してイミグレーションオフィスへ問い合わせてくださ

い。 



見本 

TM6 

 

前回の 90days レポートの用紙 

 

 

 

 

 

 

       http://immigration.go.th/nov2004/en/base.php?page=90days 


